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・公費情報補正画面 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ １７０

・入力のヒント[令和３年９月３０日までの上乗せ分] ･････････････････････････････････････ １７１

(５) サービス種類と様式対応表 ････････････････････････････････････････････････････････････ １７２

(６) 公費適用サービス種類一覧 ････････････････････････････････････････････････････････････ １７３

(７) 入力事項 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ １７４

・単位数計算が必要な例 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ １７４

・摘要欄入力事項 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ １７６

・様式第二、二の二 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ １７６

・様式第三、三の二、四、四の二、四の三、四の四、五、五の二 ･････････････････････････ １７８

・様式第六、六の三、六の四 ･････････････････････････････････････････････････････････ １７９

・様式第八、九、九の二、十 ･････････････････････････････････････････････････････････ １８０

・基本摘要欄入力事項 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ １８２

２．給付管理票と様式第七 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ １８３

(１) 給付管理票 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ １８３

・入力のヒント ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ １８５

・利用者選択 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ １８５

・給付管理票の新規作成 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ １８６

・給付管理票の編集・参照 ･････････････････････････････････････････････････････････････ １８８

・給付管理票の編集 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ １８８

・給付管理票の参照 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ １８８

・参照中の給付管理票から複写作成 ･･･････････････････････････････････････････････････ １９０

・入力のヒント ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ １９２

・給付管理票入力 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ １９３

・給付管理票の印刷 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ １９４

(２) 様式第七・七の二 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ １９５

・様式第七の新規作成 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ １９５

・様式第七の参照 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ １９８

・入力のヒント ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ １９９

・様式第七 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ １９９

・事業所条件 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ２０１

・詳細設定 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ２０２

・様式第七の印刷 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ２０３



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

改版履歴

版数 改定年月 該当頁 内容

9.2.0 令和4年4月 104 集計情報から表示するサブ画面のイメージについて、画面イメージが重なら
ないように配置を修正

116、174 単位数の自動計算を行うサービスでは、自動計算した値を上限値として、そ
れ以下の値に変更可能であることを追記

167 処遇改善加算Ⅳ、Ⅴが令和4年3月31日に終了したことに伴い、明細情報追
加分（処遇改善加算）の吹き出し枠内の「処遇改善加算Ⅳ、Ⅴ」に注釈を追記

176 ADL値の提出(15：通所介護、78：地域通所介護)の「請求明細書の摘要入力
事項」の記載を変更（下記の下線部分を変更）

【変更後】
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正す
る告示（令和３年厚生労働省告示第73号）

178 サービス種類「23：短期医療 26：予防短期医療」のサービス内容（算定項目）
の記載を変更（下記の下線部分を変更、追記）

【変更後】
病院療養病床(介護予防)短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅴ)(ⅵ)、
病院療養病床(介護予防)短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅱ)(ⅳ) 、
ユニット型病院療養病床(介護予防)短期入所療養介護費(Ⅱ)(Ⅲ) 、
経過的ユニット型病院療養病床(介護予防)短期入所療養介護費(Ⅱ)(Ⅲ) 、
診療所(介護予防)短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅴ)(ⅵ) 、
ユニット型診療所(介護予防)短期入所療養介護費(Ⅱ)(Ⅲ) 、
経過的ユニット型診療所(介護予防)短期入所療養介護費(Ⅱ)(Ⅲ)

180 サービス種類「51：福祉施設 54：地域福祉施設」、「52：老健施設」のサービ
ス内容（算定項目）から「褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)※令和4年3月31日まで」の
記載を削除

181 180頁の「褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)」の記載削除に伴い、「褥瘡マネジメント加
算(Ⅲ)」の注釈を削除

9.3.0 令和4年6月 1 ・ソフトウェア上の制限事項の「動作環境」に、Windows 11 Home （64bit）、
Windows 11 Pro （64bit）を追加
・「動作環境」の動作保証のWebブラウザをMicrosoft Edgeに変更
・既定のWebブラウザの設定方法についてインストールマニュアルを参照する
ことを記載

16、17、19 ホームページを開くWebブラウザの記載を「Internet Explorer」から「既定の
Webブラウザ」に変更

25 サポート情報画面の画面イメージを差替え

64、74 地域参照ボタンの説明に、地域区分適用地域一覧表から地域区分を確認す
る際に、ブラウザの検索機能（Ctrl+Fキー）にて都道府県名や市町村名の検
索が可能であること追記

224 CD-Rへの書き込み手順の⑥と⑦に、Windows 11の場合の手順を追記

247 サポート情報画面の画面イメージを差替え

249 ・サポート情報画面の画面イメージを差替え
・問い合わせ票の帳票イメージを差替え

9.4.0 令和4年10月 目次Ⅱ 46ページのタイトルに「ベースアップ等支援加算」を追記

目次Ⅵ 167ページのタイトルに「ベースアップ等支援加算」を追記

1 ソフトウェア上の制限事項の「動作環境」に、Windows 8.1及びWindows 8.1 
Proは2023年1月11日以降は動作保証の対象外となる旨のお知らせを追記



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

改版履歴

版数 改定年月 該当頁 内容

9.4.0 令和4年10月 9、10、11 事業所台帳の画面イメージを、ベースアップ等支援加算追加後の画面イメー
ジに差し替え

33、35、37、41 入力のヒントの表、①単位数
単位数に“0”を設定するサービスコードに、ベースアップ等支援加算を追記

34 入力のヒントの表、⑪支給限度額対象区分
支給限度額対象区分に[対象外]を設定するサービスコードに、ベースアップ
等支援加算を追記

36 入力のヒントの表、⑩支給限度額対象区分
支給限度額対象区分に[対象外]を設定するサービスコードに、ベースアップ
等支援加算を追記

38、41 入力のヒントの表、⑦支給限度額対象区分
支給限度額対象区分に[対象外]を設定するサービスコードに、ベースアップ
等支援加算を追記

43 特殊設定区分の吹き出し
特殊設定区分が自動設定されるサービスコードに、ベースアップ等支援加算
を追記

46 タイトルに「ベースアップ等支援加算」を追記

支給限度額対象区分の吹き出し
支給限度額対象区分に”対象外”を自動設定するサービスコードに、ベース
アップ等支援加算を追記

58～61、63～66、
68

事業所台帳の画面イメージを、ベースアップ等支援加算追加後の画面イメー
ジに差し替え

61 入力のヒントの表、⑫ベースアップ等支援加算の行を追記

69 参考資料「＝＝ サービス種類マップ ＝＝」の表に、ベースアップ等支援加算
の列を追記

104、113、114、118、
121、125、126、129、
132、134、137、142、
145、146、148、150
～152、154、155、
158、164、167、171

請求明細書（集計情報）の画面イメージを、ベースアップ等支援加算追加後
の画面イメージに差し替え

113、125、132、137、
148、152、155、167

吹き出しに、ベースアップ等支援加算に関する記載を追記

118、129、134、142 入力のヒントの表、＜明細情報追加分＞
ベースアップ等支援加算の行を追記

167 タイトルに「ベースアップ等支援加算」を追記
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１．ソフトウェア上の制限事項

０．はじめに

■ 動作環境

■ 介護給付費単位数表標準マスタ

URL ： https://www.kokuho.or.jp/system/master.html

ライセンスについての考え方

本ソフトウェアにおいては、原則、パソコン1台につき１ライセンスという考え方をとっています。同一事業所であっても複

数のパソコンでご利用になる場合には、インストールするパソコン台数分のライセンス購入をお願いいたします。

ただし、パソコンの機種変更等により本ソフトウェアをアンインストールし、新しいパソコンにインストールする場合には、

購入いただいていた以前のライセンスがそのまま引き継がれたものとして扱います。

■ 契約事項

バージョンアップについての考え方

本ソフトウェアの価格には、次回の制度改正までの間のサポート料が含まれています。ただし、それ以前においても大規模

な制度改正がなされた場合においては、別途バージョンアップ費用が発生する場合があります。

なお、小規模なバージョンアップについては、簡易入力ソフトによるインターネットからのダウンロードもしくは国保中央

会ホームページからのダウンロードにより対応させていただきます。

・以下のいずれかのＯＳであること

・Webブラウザ：Microsoft Edge
※ 既定のWebブラウザをMicrosoft Edgeに設定してください。

設定方法はインストールマニュアル（P.28-1）を参照してください。

・モニタ解像度：1280 x 768 ピクセル以上

Windows 8.1               （64bit）

Windows 8.1 Pro           （64bit）

Windows 10 Home           （32bit・64bit）

Windows 10 Pro            （32bit・64bit）

Windows 11 Home           （64bit）

Windows 11 Pro            （64bit）

最新版の「介護給付費単位数表標準マスタ」は簡易入力ソフトVer.9にて取込んで下さい。Ver.8にて取込み済の場合、

正しく請求明細書が作成できない場合がありますので、Ver.9にバージョンアップ後、再取込みをお願いします。

国保中央会では、本ソフトウェアとは別に、サービスコードおよび特定診療・特別療養・特別診療コードを格納した「介護

給付費単位数表標準マスタ」を提供（有償）しています。本ソフトウェアは、「介護給付費単位数表標準マスタ」を取り込む

ことで、サービスコードを調べて手作業で入力する手間を省略することができ、コード検索やマスタチェックの充実した機能

を利用することができます。

なお、「介護給付費単位数表標準マスタ」は最新版をご利用ください。最新版でないマスタを利用された場合、正しい請求

明細書を作成できません。

※ 介護給付費単位数表標準マスタについては、下記のURLをご参照ください。

※ Windows 8.1及びWindows 8.1 Proは、Microsoft社のサポート終了に伴い、2023年1月11日以降は動作保証の対象外となります。
お使いのパソコンのOSがWindows 8.1またはWindows8.1 Proである場合、介護伝送ソフトの動作環境を満たすパソコンにデータ
を移行してください。データの移行方法は「Ⅳ．２．バックアップとリストア（P.245）」を参照してください。
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３．共通操作３．共通操作
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① ＜新規作成＞をクリックします

② 入力項目が編集可能になります

３．(１) データを新規に登録する場合３．(１) データを新規に登録する場合

例：事業所台帳画面 ツールバーの＜新規作成＞をクリックすることで、入力項目が編集可能になり、項目

によって初期値が表示されます。

③ ＜保存＞をクリックし、データを登

録します

※ 各入力画面における

共通操作の説明

背景が緑色の項目は入力必須です。

■ 背景が緑色の項目について

例：事業所台帳画面



０．はじめに
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■ 登録中に台帳やマスタ等の

画面を参照するには

例：請求明細書画面

利用者選択

事業所台帳を参照する場合

参照画面が表示されます。

請求明細書、給付管理票等の登録作業中にツールバーの項目をクリックすることで、

台帳やマスタ等の画面を参照することができます。

参照モードで起動した場合、保存
はできません。編集する場合は、一
旦参照画面を閉じ、メニュー画面の
メニューから起動してください。

① ＜事業所台帳を参照＞をクリックし
ます

参照モードで起動した場合、画面

名の横に が表示されます。ま

た＜保存＞は表示されません。

■ 画面のヒントアイコンから

ヒントの内容を参照するには

例：利用者台帳画面

負担限度額情報

食費の登録方法を参照する場合

利用者台帳画面の [負担限度額情報]タブ等の画面にあるヒントアイコンにマウスを

合わせることで、登録に関するヒントを参照することができます。

＜利用者台帳 [負担限度額情報] ＞

① アイコンにマウスを合わせます

ヒントが表示されます。



０．はじめに

■ 全体を削除する場合

例：事業所台帳画面

事業所一覧からの削除
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３．(３) データを削除する場合３．(３) データを削除する場合

① 削除する事業所を選択します

② ＜削除＞をクリックします

ツールバーの＜削除＞をクリックすることで、登録済のデータ全体を削除することが

できます。

■ 行削除を行う場合

例：事業所台帳画面

サービス情報の削除

① 削除する行を選択します

② ＜行削除＞をクリックします

＜行削除＞をクリックすることで、入力データの明細行から一行削除することが

できます。

① ＜閉じる＞をクリックします

３．(２) メニュー画面に戻る場合３．(２) メニュー画面に戻る場合

ツールバーの＜閉じる＞をクリックすることで、各入力画面からメニュー画面に戻る

ことができます。



Ⅰ．インストール後の設定

・入力のヒント

単位数マスタ登録画面 ［介護サービス］タブ

①
②

③

④ ⑤

⑥

⑦
⑧

⑨
⑩
⑪

介護マスタ

※次ページにつづく
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⑫

⑬

入力のヒント 参照

①

下記のいずれかに該当する場合は“0”を設定します。
　・17：福祉貸与
　・特別地域加算
　・小規模事業所加算
　・中山間地域等提供加算
　・処遇改善加算
　・特定処遇改善加算
　・ベースアップ等支援加算
　・同一建物減算
　　（11：訪問介護、12：訪問入浴、13：訪問看護、14：訪問リハにおける
　　　事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人
　　　以上にサービスを行う場合）
　・共生型サービス
　　（11：訪問介護、15：通所介護、21：短期生活）
　・特定事業所加算Ⅴ
　・感染症災害３％加算
　　（15：通所介護、16：通所リハ）
　・生活行為向上リハ継続減算
　　（16：通所リハ）
　・移行計画未提出減算
　・令和３年９月３０日までの上乗せ分
※実際の単位数は、請求明細書の画面で入力します。

　P.44、
　P.46、
　P.167、
　P.171、
　P.174

②

下記のいずれかに該当する場合は「記載省略する」にチェックします。
　・13：訪問看護（算定単位が“1月につき”のサービスコード）
　・17：福祉貸与（すべてのサービスコード）
　・33：特定施設（福祉貸与の外部サービス）
　・同一建物減算（※）
　　（11：訪問介護、12：訪問入浴、13：訪問看護、14：訪問リハにおける
　　　事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人
　　　以上にサービスを行う場合）
　・共生型サービス（※）
　　（11：訪問介護、15：通所介護、21：短期生活）
　・生活行為向上リハ継続減算
　　（16：通所リハ）
　・移行計画未提出減算
　（※）該当するサービスコードを登録する場合、自動で「記載省略する」が
　　　　チェックされます。

項目

単位数

記載省略する



入力のヒント 参照

③ 旧措置入所者

サービス種類「51：福祉施設」で旧措置入所者が対象の場合に選択します。
　・［基本サービスコード］
　　旧措置入所者が対象の基本サービスコードの場合選択します。
　・［加減算サービスコード］
　　旧措置入所者が対象の加減算サービスコードの場合選択します。

④ 算定単位

⑤ 制限回数・日数

⑥ 算定期間回数制限

下記の加算を登録する場合は、「退所(院)につき」を選択します。
・退院時共同指導加算
・訪問看護指示加算
・かかりつけ医連携調整加算

⑦
基本摘要の
DPCコード記載

サービス種類が「55：介護医療院」で、請求明細書の基本摘要欄にDPCコードの記載
をするサービスの場合、「あり」を選択します。
詳細は「基本摘要欄入力事項」（P.182）を参照してください。

　P.182

⑧ 摘要欄記載条件

請求明細書で摘要欄の記載が必要な場合に設定します。
詳細は「摘要欄入力事項」（P.176～181）の「単位数マスタ登録「摘要欄記載条
件」」を参照してください。
※「サービス内容（算定項目）」に記載のないサービスの場合、設定は不要です。

　P.176
　～181

⑨ 特殊設定区分

下記のサービス内容に該当する場合に設定します。
　・緊急時治療管理
　・所定疾患施設療養費
　・外泊時費用
　・看取り介護加算
　・ターミナルケア加算
　・試行的退院(所)サービス費

　P.43

⑩ サービス実日数

［対象外］
　・算定単位が“1日につき”以外のサービスコード
　・加減算のサービスコード
　・共生型サービス（11：訪問介護、15：通所介護、21：短期生活）の
　　サービスコード
　・「令和３年９月３０日までの上乗せ分」のサービスコード
［対象］
　上記以外のサービスコード

⑪ 支給限度額対象区分

［対象外］
　下記のサービスコードまたはサービス種類「33：特定施設」における一般型の
サービスコード
　・特別地域加算
　・小規模事業所加算
　・中山間地域等提供加算
　・緊急時訪問看護加算
　・特別管理加算
　・ターミナルケア加算
　・緊急時治療管理
　・処遇改善加算
　・特定処遇改善加算
　・ベースアップ等支援加算
　・サービス提供体制強化加算
　・同一建物減算
　・感染症災害３％加算
　　（15：通所介護、16：通所リハ）
［対象］
　上記以外のサービスコード

⑫ 施設類型

下記のサービス種類の場合、当該施設の分類（療養病床を有する病院／療養病床を
有する診療所／老人性認知症疾患療養病棟を有する病院）を設定します。
　・23：短期医療
　・53：医療施設

⑬ サービス種類
サービス種類「33：特定施設」における外部サービスを登録する場合に、対応する
サービス種類を設定します。

対象者

算定

項目

下記のサービス種類では[算定単位]に関わらず ［制限回数・日数］に“0”（制限
なし）を入力します。
　・17：福祉貸与
　・33：特定施設

その他

外部サービス

Ⅰ．インストール後の設定

介護マスタ
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入力のヒント 参照

①

下記のいずれかに該当する場合は“0”を設定します。
　・67：予防福祉貸与
　・特別地域加算
　・小規模事業所加算
　・中山間地域等提供加算
　・処遇改善加算
　・特定処遇改善加算
　・ベースアップ等支援加算
　・同一建物減算
　　（62：予防訪問入浴、63：予防訪問看護、64：予防訪問リハにおける
　　　事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人
　　　以上にサービスを行う場合）
　・共生型サービス（24：予防短期生活）
　・生活行為向上リハ継続減算（66：予防通所リハ）
　・令和３年９月３０日までの上乗せ分
※実際の単位数は、請求明細書の画面で入力します。

　P.44、
　P.46、
　P.167、
　P.171、
　P.174

②

下記のいずれかに該当する場合は「記載省略する」にチェックします。
　・67：予防福祉貸与
　・61：予防訪問介護（※１）
　・65：予防通所介護（※１）
　・66：予防通所リハ（※１）
　・35：予防特定施設（以下の外部サービス）
　　　　予防福祉貸与
　　　　予防訪問介護（※１）
　　　　予防通所介護（※１）
　　　　予防通所リハ（※１）
　・同一建物減算（※２）
　　（62：予防訪問入浴、63：予防訪問看護、64：予防訪問リハにおける
　　　事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人
　　　以上にサービスを行う場合）
　・共生型サービス（※２）
　　（24：予防短期生活）
　・栄養スクリーニング加算（66：予防通所リハ）
　・生活行為向上リハ継続減算（66：予防通所リハ）
　（※１）日割りのコードは除く
　（※２）該当するサービスコードを登録する場合、自動で「記載省略する」が
　　　　　チェックされます。

項目

単位数

記載省略する

Ⅰ．インストール後の設定

・入力のヒント

単位数マスタ登録画面 ［介護予防サービス］タブ

介護マスタ

※次ページにつづく
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①
②

③

④ ⑤

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑥



Ⅰ．インストール後の設定

介護マスタ
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入力のヒント 参照

③
下記のサービス種類の場合、終了年月に平成30年3月以前を設定します。
　・61：予防訪問介護
　・65：予防通所介護

④ 算定単位

⑤ 制限回数・日数

⑥ 算定期間回数制限
下記の加算を登録する場合は、「退所(院)につき」を選択します。
・退院時共同指導加算

⑦ 摘要欄記載条件

請求明細書で摘要欄の記載が必要な場合に設定します。
詳細は「摘要欄入力事項」（P.176～181）の「単位数マスタ登録「摘要欄記載条
件」」を参照してください。
※「サービス内容（算定項目）」に記載のないサービスの場合、設定は不要です。

　P.176
　～181

⑧ 特殊設定区分
下記のサービス内容に該当する場合に設定します。
　・緊急時治療管理

　P.43

⑨ サービス実日数

［対象外］
　・算定単位が“1日につき”以外のサービスコード
　・加減算のサービスコード
　・共生型サービス（24：予防短期生活）のサービスコード
　・「令和３年９月３０日までの上乗せ分」のサービスコード
［対象］
　上記以外のサービスコード

⑩ 支給限度額対象区分

［対象外］
　下記のサービスコードまたはサービス種類「35：予防特定施設」における一般型
のサービスコード
　・特別地域加算
　・小規模事業所加算
　・中山間地域等提供加算
　・緊急時訪問看護加算
　・特別管理加算
　・ターミナルケア加算
　・緊急時治療管理
　・処遇改善加算
　・特定処遇改善加算
　・ベースアップ等支援加算
　・サービス提供体制強化加算
　・同一建物減算
［対象］
　上記以外のサービスコード

⑪ 施設類型
サービス種類「26：予防短期医療」の場合、当該施設の分類（療養病床を有する病
院／診療所／老人性認知症疾患療養病棟を有する病院）を設定します。

⑫ サービス種類
サービス種類「35：予防特定施設」における外部サービスを登録する場合に、対応
するサービス種類を設定します。

適用年月期間

算定

項目

下記のサービス種類では[算定単位]に関わらず［制限回数・日数］に“0”（制限な
し）を入力します。
　・67：予防福祉貸与
　・35：予防特定施設

その他

外部サービス



入力のヒント 参照

①

下記のいずれかに該当する場合は“0”を設定します。
　・特別地域加算
　・小規模事業所加算
　・中山間地域等提供加算
　・処遇改善加算
　・特定処遇改善加算
　・ベースアップ等支援加算
　・同一建物減算
　　（71：夜間訪問介護における事業所と同一建物の利用者または
　　　これ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合）
　・共生型サービス
　　（78：地域通所介護）
　・感染症災害３％加算
　　（72：認知症型通所、74：予防認知通所、78：地域通所介護）
　・令和３年９月３０日までの上乗せ分
※実際の単位数は、請求明細書の画面で入力します。

　P.46、
　P.167、
　P.171、
　P.174

②

下記のいずれかに該当する場合は「記載省略する」にチェックします。
　・71：夜間訪問介護（※１）（※３）
　・73：小規模多機能（※１）（※２）
　・75：予防多機能型（※１）（※２）
　・76：定期巡回随時（※１）（※３）（※４）
　・77：複合型看小（※１）（※３）（※４）
　・同一建物減算（※５）
　　（71：夜間訪問介護における事業所と同一建物の利用者または
　　　これ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合）
　・共生型サービス（※５）（78：地域通所介護）
　・療養通所介護費（※１）（78：地域通所介護）
　・サービス提供体制強化加算（※６）（78：地域通所介護）
　・栄養スクリーニング加算
　　（73：小規模多機能、75：予防多機能型、77：複合型看小）

　（※１）日割りのコードは除く
　（※２）初期加算のコードは除く
　（※３）算定単位が“１回につき”のコードを除く
　（※４）算定単位が“１日につき”のコードを除く
　（※５）該当するサービスコードを登録する場合、自動で「記載省略する」が
　　　　　チェックされます。
　（※６）以下の“１月につき”のサービスコードが対象
　　　　　「地域通所介護サービス提供体制加算Ⅲ１」
　　　　　「地域通所介護サービス提供体制加算Ⅲ２」

項目

単位数

記載省略する

Ⅰ．インストール後の設定

・入力のヒント

単位数マスタ登録画面 ［地域密着型サービス］タブ

介護マスタ

①
②

④
⑤
⑥
⑦

※次ページにつづく
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③



Ⅰ．インストール後の設定

介護マスタ
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入力のヒント 参照

③ 算定期間回数制限
下記の加算を登録する場合は、「退所(院)につき」を選択します。
・退院時共同指導加算

　　

④ 摘要欄記載条件

請求明細書で摘要欄の記載が必要な場合に設定します。
詳細は「摘要欄入力事項」（P.176～181）の「単位数マスタ登録「摘要欄記載条
件」」を参照してください。
※「サービス内容（算定項目）」に記載のないサービスの場合、設定は不要です。

　P.176
　～181

⑤ 特殊設定区分

下記のサービス内容に該当する場合に設定します。
　・外泊時費用
　・看取り介護加算
　・ターミナルケア加算

　P.43

⑥ サービス実日数

［対象外］
　・算定単位が“1日につき”以外のサービスコード
　・加減算のサービスコード
　・共生型サービス（78：地域通所介護）のサービスコード
　・「令和３年９月３０日までの上乗せ分」のサービスコード
［対象］
　上記以外のサービスコード

⑦ 支給限度額対象区分

［対象外］
　・特別地域加算
　・小規模事業所加算
　・中山間地域等提供加算
　・緊急時訪問看護加算
　・特別管理加算
　・ターミナルケア加算
　・処遇改善加算
　・特定処遇改善加算
　・ベースアップ等支援加算
　・訪問体制強化加算
　・事業所開始時支援加算
　・看護体制強化加算
　・総合マネジメント体制強化加算
　・サービス提供体制強化加算
　・同一建物減算
　・感染症災害３％加算
　　（72：認知症型通所、74：予防認知通所、78：地域通所介護）
［対象］
　上記以外のサービスコード

算定

項目

その他



入力のヒント 参照

① 単位数

下記のいずれかに該当する場合は“0”を設定します。
　・特別地域加算
　・小規模事業所加算
　・中山間地域等提供加算
　・処遇改善加算
　・特定処遇改善加算
　・ベースアップ等支援加算
　・同一建物減算（A2：訪問型独自）
　・令和３年９月３０日までの上乗せ分（A2：訪問型独自、A6：通所型独自）
※実際の単位数は請求明細書の画面で入力します。

　P.46、
　P.167、
　P.171、
　P.174

② 記載省略する 算定単位が“1月につき”の場合「記載省略する」にチェックします。

③ 対象者

・サービス種類が「A2：訪問型独自」「A6：通所型独自」の場合
　対象者に事業対象者、要支援1、要支援2を選択可能です。
・サービス種類が「AF：予防ケアマネ」の場合
　対象者に事業対象者、要支援1、要支援2、要介護1～要介護5を選択可能です。

算定

④ 算定単位
「記載省略する」のチェックと「算定単位」は連動しています。
「算定単位」で“1月につき”を選択すると「記載省略する」のチェックがつきま
す。“1月につき”以外を選択すると「記載省略する」のチェックが外れます。

⑤ 算定回数制限期間

・算定単位が“1月につき”の場合
　“1月につき”を設定します。
・算定単位が“1日につき”の場合
　設定不要です。
・算定単位が“1回につき”の場合
　サービスコード表に「1月の中で全部で◯回まで」「1月につき◯回まで」の
　記載がある場合“1月につき”を設定します。記載がない場合は設定不要です。

その他

⑥ 特殊設定区分 サービスコードにより自動設定されます。

⑦ 支給限度額対象区分

［対象外］
　・特別地域加算
　・小規模事業所加算
　・中山間地域等提供加算
　・サービス提供体制強化加算
　・処遇改善加算
　・特定処遇改善加算
　・ベースアップ等支援加算
　・同一建物減算
［対象］
　上記以外のサービスコード

項目

Ⅰ．インストール後の設定

・入力のヒント

単位数マスタ登録画面 ［総合事業（独自）］タブ

①
②

④

介護マスタ

- 41 -

⑤

⑦

⑥

③



Ⅰ．インストール後の設定

介護マスタ

新規作成時、適用年月期間(開始)には“令和”

のみが入力されています。登録内容に応じて適用

年月期間(開始)を入力してください。

［サービス実日数］の対象と設定した場合、請求明細書で以下の表

示またはチェックを行います。

・訪問通所系のサービスコードの場合

集計情報の［サービス実日数］に、明細情報の［日数・回数］

の合計を初期表示。

・短期入所系のサービスコードの場合

明細情報の［日数・回数］の合計が基本情報の実日数以下で

あることをチェック。

・特定施設・施設入所系のサービスコードの場合

明細情報の［日数・回数］の合計が基本情報の入居（入所／

入院）実日数以下であることをチェック。

サービス種類「33：特定施設」または「35：予防特定施

設」における外部サービスを登録する場合に設定します。

「外部サービス」（P.45）を参照してください。

「介護給付費単位数表標準マスタ」取込み済みの場合には、

［介護サービス］、［介護予防サービス］および［総合事業

(みなし) ］タブへは入力できません。

サービス種類による「記載省略する（算定単位“１月につ

き”の時）」「サービス実日数」「支給限度額対象区分」

「定員超過・人員欠如」の設定可能項目については「サービ

ス対応表」（P.50）を参照してください。

サービス種類「23：短期医療」、「26：予防短期医療」、

「53：医療施設」を登録する場合に、サービスコード表に記

載のある施設の分類（病院／診療所／認知症疾患病棟）を設

定します。

・入力のヒント

サービス種類によって設定内容が異なります。摘

要欄入力事項（P.176～181）の項目「単位数マスタ

登録「摘要欄記載条件」」を参照してください。

※摘要欄入力事項（P.176～181）の項目「サービス

内容（算定項目）」に該当しないサービスコードの

場合、設定は不要です。
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単位数の記載を省略するサービスコードの場合

に、チェックを入れます。対象のサービスについ

ては各タブの入力のヒント（P.33～42）を参照し

てください。

サービス種類が「55：介護医療院」で、請求明

細書の基本摘要欄にDPCコードの記載をするサー

ビスの場合、「あり」を選択します。

詳細は「基本摘要欄入力事項」（P.182）を参

照してください。

＝＝ 介護サービス全般 ＝＝

下記の区分に該当するサービスコードを登録する場合

に設定します。

・緊急時治療管理算定区分

・所定疾患施設療養費算定区分

・外泊時費用区分

・看取り介護加算

・ターミナルケア加算

・試行的退院(所)サービス費区分

下記の区分に該当するサービスコードを登録する場合、

入力したサービスコードと適用年月期間に応じて特殊設

定区分が自動設定されます。

・特別地域加算

・小規模事業所加算

・中山間地域等提供加算

・処遇改善加算Ⅰ～Ⅴ（※1）

・特定処遇改善加算Ⅰ～Ⅱ

・ベースアップ等支援加算

・同一建物減算

（11：訪問介護、12：訪問入浴、13：訪問看護、

14：訪問リハ、62：予防訪問入浴、

63：予防訪問看護、64：予防訪問リハ、

71：夜間訪問介護、A2：訪問型独自における

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の

同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合）

・共生型サービス

（11：訪問介護、15：通所介護、21：短期生活、

24：予防短期生活、78：地域通所介護）

・令和３年９月３０日までの上乗せ分（※2）

（※1）処遇改善加算Ⅳ、Ⅴは令和4年3月31日に終了

（※2）令和3年9月30日に終了



平成27年4月～平成29年3月 平成29年4月～ 令和4年4月～

- ○○処遇改善加算Ⅰ ○○処遇改善加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅰ

○○処遇改善加算Ⅰ ○○処遇改善加算Ⅱ ○○処遇改善加算Ⅱ 処遇改善加算Ⅱ

○○処遇改善加算Ⅱ ○○処遇改善加算Ⅲ ○○処遇改善加算Ⅲ 処遇改善加算Ⅲ

○○処遇改善加算Ⅲ ○○処遇改善加算Ⅳ （終了） 処遇改善加算Ⅳ

○○処遇改善加算Ⅳ ○○処遇改善加算Ⅴ （終了） 処遇改善加算Ⅴ

特殊設定区分
サービス名称

- 46 -

Ⅰ．インストール後の設定

介護マスタ

＝＝ 特別地域加算/小規模事業所加算/中山間地域等提供加算/処遇改善加算/特定処遇改善加算/

ベースアップ等支援加算/同一建物減算/共生型サービス/特定事業所加算Ⅴ/感染症災害３％加算/

生活行為向上リハ継続減算/移行計画未提出減算 ＝＝

［単位数］

“0”が自動設定されます。

単位数は、請求明細書の入力画面

で自動計算されます。

［サービス実日数］

“対象外”が自動設定されます。

［特殊設定区分］

自動設定されます。

［支給限度額対象区分］

下記の場合“対象外”が自動設定されます。

・特別地域加算

・小規模事業所加算

・中山間地域等提供加算

・処遇改善加算

・特定処遇改善加算

・ベースアップ等支援加算

・同一建物減算

・感染症災害３％加算

・移行計画未提出減算

下記の場合“対象”が自動設定されます。

・共生型サービス

・特定事業所加算Ⅴ

・生活行為向上リハ継続減算

［加算割合］

自動設定されます。

［特殊設定区分］が「同一建物減算」「共生型サービス」

「生活行為向上リハ継続減算」「移行計画未提出減算」の場合、

［減算割合]が設定されます。

［減算率］

処遇改善加算Ⅳ、Ⅴ（※）の場合、自動設定されます。

・処遇改善加算Ⅳの場合 90%

・処遇改善加算Ⅴの場合 80%

（※）処遇改善加算Ⅳ、Ⅴは令和4年3月31日に終了

平成27年4月～平成29年3月の処遇改善加算Ⅰ～Ⅳは、平成29年4月から処遇改善加算Ⅱ～Ⅴになりました。

また、令和3年4月の報酬改定により、処遇改善加算Ⅳ、Ⅴは令和4年3月31日に終了となっております。

それぞれの適用年月期間に応じたサービス名称で登録してください。

なお、特殊設定区分は年月に関わらず、新しい区分で自動表示されます。

［サービス種類]と[サービス項目］

サービス種類を選択して、サービ

ス項目を入力すると適用年月期間に

応じて特殊設定区分、加算割合、減

算率が自動設定されます。

例）11-6274（訪問介護処遇改善加算）の場合

・適用期間が平成29年3月までの場合、サービス名称「訪問介護処遇改善加算Ⅰ」

・適用期間が平成29年4月以降の場合、サービス名称「訪問介護処遇改善加算Ⅱ」

上記どちらを設定した場合も、特殊設定区分は「処遇改善加算Ⅱ」と表示されます。



台帳

② 必要事項を入力します

① ＜新規作成＞をクリックします

Ⅰ．インストール後の設定

④ 必要事項を入力します

⑤ ＜一覧に登録＞をクリックします

⑥ ＜保存＞をクリックします

③ サービス種類を選択します

［事業所の分類］欄で“審査結果印

刷のみ行う事業所”もしくは“関連事

業所として使用する他事業所”を選択

した場合は、サービス情報の登録を行

う必要はありません。

請求明細書、給付管理票の作成を行う

事業所は、［事業所の分類］欄で“請求

業務、給付管理業務、審査結果印刷など

を行う事業所”を選択しサービス情報を

登録します。

[事業所の分類］欄については、「入力のヒ

ント」（P.63）を参照してください。

※ 続けて複数のサービス情報

を追加する場合は、③～⑤の

手順を繰り返します。

＜サービス情報を登録する場合＞

［事業所の分類］欄で“請求

業務、給付管理業務、審査結果

印刷などを行う事業所”を選択

した場合は③～⑤の手順を行っ

てください。

・新規に事業所を登録する場合

- 58 -

[サービス情報]を一覧に登録すると、

作成可能な様式が表示されます。



① 事業所一覧をクリックします

② 修正する事業所を選択します

③ 登録内容を修正します

台帳

Ⅰ．インストール後の設定

④ サービス内容を変更するサービス

種類を選択します

⑤ ＜行修正＞をクリックします

⑥ 登録内容を修正します

⑦ ＜一覧に登録＞をクリックします

⑧ ＜保存＞をクリックします

［サービス情報］データの修正がで

きるのは適用開始年月が、最新の情報

のみとなります。

以前の履歴情報を修正する場合は、

修正したい情報が最新情報となるまで

履歴情報を削除してから修正をします。

＜サービス情報を修正する場合＞

サービス情報を修正する場合

は④～⑦を行ってください。

・事業所の情報を修正する場合
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台帳

■ 送付ファイル未作成のデータが存在する場合

事業所台帳で＜行修正＞または＜行削除＞をクリックすると、右の
メッセージが表示される場合があります。
サービス情報一覧で選択しているサービス種類の送付ファイル未作

成データが存在するため、変更、削除ができない状態です。
メッセージ内に表示されている事業所番号、提供年月、様式を参照

し、対象データの送付ファイル作成（または削除）をした後、サービ
ス情報の変更、削除を行ってください。

以下のデータを登録後、送付ファイル作成を行っていない場合が対
象です。
・請求明細書 ・給付管理票
・様式第七 ・様式第七の二 ・様式第七の三

送付ファイル作成については「３．送付ファイル作成」（P.217）を
参照してください。

Ⅰ．インストール後の設定

送付ファイル未作成のデータがあり、

サービス情報の変更、削除が出来な

い場合でも、登録済みのサービス情

報を確認することは可能です。
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入力のヒント 参照

①
事業所の種類に応じて分類一覧から選択します。
詳細は、「事業所の種類ごとの登録の仕方」（P.62）を参照してください。

　P.62

② 10桁の指定事業所番号または基準該当事業所の登録番号を入力します。

③ 指定等を受けた際に届け出た事業所名称を入力します。略称でも可能です。

④ 郵便番号、住所、電話番号、FAX番号の入力をします。省略も可能です。

⑤ 事業所区分を選択します。入力後、設定できるサービス種類が限定されます。 　P.69

⑥ サービス種類 提供するサービスのサービス種類を設定します。

⑦ 適用開始年月 サービス種類の適用開始の年月を入力します。

⑧ 適用終了年月 サービス種類の適用終了の年月を入力します。

⑨ 地域区分
単位数単価の地域区分、および特別地域加算、小規模事業所加算を設定します。
総合事業サービスの地域区分は、保険者台帳で設定します。

　P.64

⑩ 処遇改善加算
処遇改善加算を算定する場合は該当する区分を設定し、算定しない場合は「加算な
し」を設定します。

　P.69

⑪ 特定処遇改善加算
特定処遇改善加算を算定する場合は該当する区分を設定し、算定しない場合は「加
算なし」を設定します。

　P.69

⑫ ベースアップ等支援加算
ベースアップ等支援加算を算定する場合は「加算あり」を設定し、算定しない場合
は「加算なし」を設定します。

　P.69

⑬ 割引率
割引率を入力します。割引後の数値ではなく、割引く率を入力してください。
※事業所独自で割引きを行っている場合にのみ、設定が必要です。

　P.64、
　P.69

⑭ 社福法人軽減 社会福祉法人軽減事業を行う場合、有にチェックします。

⑮ 特定事業所 サービス種類が「43：居宅支援」の場合、特定事業所加算を設定します。

⑯ 基準費用額 一日あたりの基準費用額を設定します。

⑰ ケアマネジャー設定 「・ケアマネジャー登録」（P.66～67）を参照してください。
　P.66
　～67

サービス情報

項目

事業所の分類

事業所番号

事業所名称

所在地等

事業所区分

台帳

Ⅰ．インストール後の設定

・入力のヒント

事業所台帳画面

①
②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

⑪
⑫

⑰

- 61 -

⑬

⑭

⑮
⑯



台帳

Ⅰ．インストール後の設定

［事業所の分類］欄で“請求
業務、給付管理業務、審査結果
印刷などを行う事業所”もしく
は“審査結果印刷のみ行う事業
所”を選択した場合の事業所が、
ログイン事業所となります。

地域密着型サービスのみを実施する事業所は、［事業所区分］に“地域密着型”を

選択してください。

サービス種類「81：市町村特別給付サービス」を提供する事業所は、［事業所区分］

に“その他”を選択してください。

［所在地等］については国保連合会に

送付するデータではないので、必ずしも

入力する必要はありません。

ログイン事業所の変更はメ
ニューの左上（右図参照）で選
択するか、［ツール］→［事業
所切り替え］により表示される
事業所切り替え画面で行うこと
ができます。

＝＝ [事業所の分類]欄 ＝＝

［拡大表示］
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簡易入力ソフトで請求明細書、給付管理票の

作成を行う事業所の場合に“請求業務、給付管

理業務、審査結果印刷などを行う事業所”を選

択してください。

請求明細書・給付管理票を作成する事業所が

複数ある場合は、それら事業所すべてで“請求

業務、給付管理業務、審査結果印刷などを行う

事業所”を選択してください。

簡易入力ソフトを審査結果印刷のみで使用す

る事業所の場合に“審査結果印刷のみを行う事

業所”を選択してください。

事業所番号を入力すると事業所区分が自動設定されます。



所在地の単位数単価の地域区分を選択します。

“特別地域加算”、“小規模事業所加算”についても

［地域区分］で選択します。

※ “特別地域加算”、“小規模事業所加算”を

選択した場合、地域区分“その他”の単価で

計算されます。

サービス種類による設定可能

項目については「サービス種類

マップ」（P.69）を参照してください。

サービスの提供を

終了する予定がない

場合は「令和99年12

月」を入力します。

台帳

Ⅰ．インストール後の設定

［事業所の分類］欄で“請求業務、給付管理業務、審査結果印

刷などを行う事業所”を選択していない場合、本ページの内容を

入力する必要はありません。

地域包括支援センターからケアプランの作成を委託された事業所の場合、その地域包括支援センターを
事業所台帳へ登録し、［サービス種類］へ“介護予防サービス”“46：予防支援”を設定します。

委託された給付管理票を作成する場合には、給付管理票を委託した地域包括支援センターの事業所番号で
ログインし、給付管理票を作成してください。

選択可能なサービス種類は、事業所区
分によって絞り込まれています。サービ
ス種類が表示されない場合は､［事業所
区分］の設定を確認してください。

また、サービス種類「43：居宅支援」
と「46：予防支援」を同一事業所で登録
することはできません。

＝＝ ［事業所の分類］欄で“請求業務、給付管理業務、審査結果印刷・・”を選択した場合 ＝＝

［拡大表示］
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をクリックすると「地域区分適用地域一覧表」

が表示されます。一覧表で確認した地域区分を画面の[地域

区分]で選択してください。

一覧から都道府県名や市町村名で検索したい場合は、ブ

ラウザの検索機能をご利用ください。キーボードの[Ctrl]

キーを押しながら[F]キーを押すことで、検索窓が開きます。

なお、「地域区分適用地域一覧表」は本マニュアル

（P.70）にも掲載しています。

割引率を設定します。（1割引＝10%）

※ 事業所独自で割引を行っている場合にのみ、

設定が必要です。

以下のサービス種類は保険者台帳で地域区分を設定します。事業

所台帳の[地域区分]には“保険者の地域区分”が自動表示されます。

総合事業サービス：A2,A3,A4,A6,A7,A8,A9,AA,AB,AC,AD,AE

サービス種類「AF：予防ケアマネ」は、事業所台帳および保険者台帳

で地域区分を設定します。

［拡大表示］

設定内容に変更があった場合には、そ

の変更月を適用開始年月として追加作成

します。



台帳

Ⅰ．インストール後の設定

＝＝ 基準費用額設定 ＝＝

設定可能なサービス種類
21：短期生活
22：短期老健
23：短期医療
24：予防短期生活
25：予防短期老健
26：予防短期医療
2A：短期医療院
2B：予短期医療院
51：福祉施設
52：老健施設
53：医療施設
54：地域福祉施設
55：介護医療院

［拡大表示］
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期間の選択で、過去の基準費用額を表示し、＜基準費用額からコピー＞

ボタンで値を事業所の食費・居住費に反映できます。

基準費用額を表示する期間は、以下から選択可能です。

・令和3年8月以降

・令和1年10月～令和3年7月

・平成27年8月～令和1年9月

・平成27年4月～平成27年7月

基準費用額の「食費」は、令和3年8月より
1,392円から1,445円に変更されました。



台帳

③ ＜登録＞をクリックします

① ＜ケアマネジャー設定＞をクリッ

クします

ケアプラン作成業務を行う事業所の場

合は、ケアマネジャーの設定を行います。

② ［ケアマネジャー情報］を入力しま

す

④ ＜確定＞をクリックします

続けて所属するケアマネジャーを登録

します。

Ⅰ．インストール後の設定

また、地域包括支援センターの場合は、

必要に応じてケアマネジャーの設定を行

います。

なお、地域包括支援センターで居宅介

護支援事業所に委託する場合は、委託先

ケアマネジャーとケアマネジャーの所属

する委託先事業所を登録します。

・ケアマネジャーの登録

⑤ ＜保存＞をクリックします

登録するサービス情報が「AF：予防ケアマネ」のみの場合、ケアマネジャー

の設定は不要です。この場合＜ケアマネジャー設定＞ボタンの横に以下のメッ

セージが表示されます。
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事業所台帳の登録内容を確認するため

に、事業所情報、サービス情報、ケアマ

ネジャー情報が印刷できます。

② ＜印刷＞をクリックします

台帳

② ［印刷対象］を選択します

Ⅰ．インストール後の設定

［事業所サービス台帳］を選択した場合

は、［対象年月］を設定します。

過去の情報の履歴を残している場合は、

サービス情報の適用期間が、［対象年月］

に該当するものだけ印刷されます。

事業所台帳
事業所番号と事業所名の一覧リストを印刷

事業所サービス台帳
事業所が提供するサービスについての詳細

情報を印刷

事業所ケアマネジャー台帳
事業所に所属する、もしくは事業所が委託

したケアマネジャー情報を印刷

・事業所台帳の印刷

印刷は保存が完了しているデータが
対象となります。編集中の場合は保存
した後に印刷を行ってください。
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① ＜印刷＞をクリックします



 ○：設定可能　　　空白：設定不可
　　　　※1：平成30年3月までのサービス種類
　　　　※2：令和　3年3月までのサービス種類

指定 基準該当
相当

ｻｰﾋﾞｽ
その他

地域
密着型

総合事業

11 訪問介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 訪問入浴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 訪問看護 ○ ○ ○ ○

14 訪問リハ ○ ○ ○ ○

15 通所介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 通所リハ ○ ○ ○ ○ ○

17 福祉貸与 ○ ○ ○ ○ ○

21 短期生活 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 短期老健 ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 短期医療 ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 特定施設短期 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2A 短期医療院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 療養管理 ○ ○ ○ ○

33 特定施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 居宅支援 ○ ○ ○ ○ ○

51 福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 老健施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 医療施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○

55 介護医療院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

81 特別給付 ○

24 予防短期生活 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 予防短期老健 ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 予防短期医療 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2B 予短期医療院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 予防療養管理 ○ ○ ○ ○

35 予防特定施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 予防支援 ○ ○ ○

61 予防訪問介護※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 予防訪問入浴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 予防訪問看護 ○ ○ ○ ○

64 予防訪問リハ ○ ○ ○ ○

65 予防通所介護※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

66 予防通所リハ ○ ○ ○ ○ ○

67 予防福祉貸与 ○ ○ ○ ○ ○

81 特別給付 ○

28 地域特定短期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 認知症型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 地域特定施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 予防認知症型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 認知症型短期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 予防認知短期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 地域福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

68 小多機短 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

69 予防小多機短 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 夜間訪問介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

72 認知症型通所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

73 小規模多機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

74 予防認知通所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

75 予防多機能型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

76 定期巡回随時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

77 複合型看小 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

78 地域通所介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

79 複合型看小短 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A1 訪問型みなし※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A2 訪問型独自 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A3 訪問型定率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A4 訪問型定額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A5 通所型みなし※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A6 通所型独自 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A7 通所型定率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A8 通所型定額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A9 生活配食定率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AA 生活配食定額 ○ ○ ○ ○ ○ ○

AB 生活見守定率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AC 生活見守定額 ○ ○ ○ ○ ○ ○

AD 生活・他定率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AE 生活・他定額 ○ ○ ○ ○ ○ ○

AF 予防ケアマネ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ベース
アップ等

支援加算
サービス種類

特別地域
加算

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

介
護
サ
ー

ビ
ス

サービス
種別

総
合
事
業
サ
ー

ビ
ス

社福軽減
食費・
居住費

小規模
事業所加算

事業所区分

割引率
特定処遇
改善加算

処遇改善
加算

・参考資料

台帳

Ⅰ．インストール後の設定

＝＝ サービス種類マップ ＝＝
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請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

・提供年月の設定（P.105）

・様式の選択（P.105）

・データの新規作成（P.106）

・データの修正（P.107）

・確認リストの印刷（P.109）

・公費情報の補正（P.170）

・サービスコードの検索

・明細情報の入力

確認リスト

公費情報

サービスコード検索

利用者選択

基本情報

明細情報

集計情報

訪問通所系（P.111）

短期入所系（P.123）

特定施設系（P.130）

施設入所系（P.135）

※ 様式第七は給付管理票

メニューで入力します

（P.183参照）

・所定疾患施設療養費等情報（P.145）

・緊急時施設療養費・

緊急時施設診療費情報（P.150）

・特定診療費・特別療養費・

特別診療費情報（P.154）

・特定入所者情報（P.158）

・社会福祉法人軽減情報（P.164）

緊急時施設・

所定疾患施設

Ⅱ．データの作成と送信準備

■ 請求明細書画面の流れ

１．請求明細書

１．(１) 基本的な操作

・請求明細書の入力

- 104 -

印刷

サブ画面

表示

サブ画面

表示

サブ画面

表示

社福軽減特定入所者

特定診療費・

特別療養費・

特別診療費



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

⑮ ＜集計情報へ進む＞をクリックします

⑬ 明細情報詳細・摘要を入力します

⑭ ＜一覧に登録＞をクリックします

＜サービスコード一覧から選択＞ま

たは＜サービスコードを確定＞で設定

したサービスコードを取り消す場合に

は、＜サービスコードをクリア＞をク

リックします。

Ⅱ．データの作成と送信準備
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⑯ 実施したサービス種類を選択します

⑰ ［サービス実日数］［計画単位数］

を入力します

⑱ ＜自動計算＞をクリックします

「 入力のヒント[集計情報 処遇改善加

算/特定処遇改善加算/ベースアップ等支

援加算]」（P.167）を参照してください。

処遇改善加算、特定処遇改善加算、

ベースアップ等支援加算の修正を行

う場合は、自動計算前に＜単位数

補正＞をクリックします。

月末時点で、住所地特例の対象の場合は[施

設所在保険者]を選択し、住所地特例の対象外

の場合は[施設所在保険者]を空欄とします。

《サービス種類：A2,A6の場合》

[施設所在保険者]の地域単価で処遇改善加算、

特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を

計算します。[施設所在保険者]が空欄の場合、

証記載保険者の地域単価で処遇改善加算、特定

処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を計算

します。

《サービス種類：A2,A6以外の場合》

事業所の地域単価で処遇改善加算、特定処遇

改善加算、ベースアップ等支援加算を計算しま

す。

続けて明細情報の入力をする場合

は、以下の手順を繰り返します。

■ サービスコードを直接入力する

場合

手順④～⑥、⑬～⑭を実施します。

■ サービスコード一覧から選択し

て入力する場合

手順⑦～⑭を実施します。

＜自動計算＞をクリックした後に［サービス実日数］［計画単位数］

を入力し直す場合は、＜リセット＞をクリックします。

令和3年9月30日までは「令和３年９月３

０日までの上乗せ分」（対象サービスの

0.1％）を算定します。 「令和３年９月３０

日までの上乗せ分」のサービスコードを登

録しないまま＜集計情報へ進む＞をクリッ

クすると確認メッセージが出力されます。

登録に関しては「入力のヒント[令和３年

９月３０日までの上乗せ分]」（P.171）を

参照してください。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

明細情報で複数のサービス種類を入力し

た場合は、表示された全てのサービス種類

について⑯～⑱の操作を行います。

集計済のサービス種類には“○”が表示

されます。

本人負担額のある公費を適用して

いる場合、＜公費情報 補正＞をク

リックし［負担額］を入力します。

その後、［請求額］には［負担額］

を引いた額を入力し＜負担額 補正

＞をクリックします。

⑲ ＜保存＞をクリックします

（社会福祉法人軽減情報へ）

事業所台帳の［社福法人軽減］が“有”で、

利用者台帳の［社福軽減情報］が登録されてい

る場合に、社会福祉法人軽減情報の入力画面に

遷移します。

入力方法については「社会福祉法人軽減情報

＜様式第二、三、八＞」（P.164）を参照して

ください。

利用者選択画面 (P.105) へ

Ⅱ．データの作成と送信準備

- 114 -
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・入力のヒント

訪問通所系 ［集計情報画面］

①

②

⑤ ⑥

⑦

- 118 -

⑧

⑨
⑩

⑪

③

入力のヒント 参照

明細情報追加分

① 施設所在保険者
月末時点の施設所在保険者を選択します。
月末時点で住所地特例の対象でない場合は、ブランクを選択します。

② 処遇改善加算

処遇改善加算の単位数を自動計算して初期表示します。
処遇改善加算を請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力します。
限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合は、計画単位数の値で処遇改善加算の
単位数を再計算します。

③ 特定処遇改善加算

特定処遇改善加算の単位数を自動計算して初期表示します。
特定処遇改善加算を請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力します。
限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合は、計画単位数の値で特定処遇改善加
算の単位数を再計算します。

④ ベースアップ等支援加算

ベースアップ等支援加算の単位数を自動計算して初期表示します。
ベースアップ等支援加算を請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力します。
限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合は、計画単位数の値でベースアップ等
支援加算の単位数を再計算します。

⑤
明細情報に登録したサービス単位数の合計を元に計算した結果が初期表示されていま
す。

⑥ 明細情報に登録した公費単位数の合計を元に計算した結果が初期表示されています。

集計情報

⑦ サービス実日数 実際にサービスを提供した実日数を入力します。

⑧ 計画単位数 サービス提供票別表の「区分支給限度基準内単位数」より転記します。

⑨ 請求額 [明細情報]で入力した値を元に計算結果を表示します。

⑩ 負担額
・保険：[集計情報]で入力した値を元に計算結果を表示します。
・公費：画面左下の［公費情報］を参考に公費本人負担額を補正します。

社会福祉法人用　利用者負担額

⑪ 食費・居住費
特定入所者情報に該当しない食費・居住費等の利用者負担額を入力します。
利用者の社会福祉法人軽減事業の対象有無に関わらず入力します。

項目

保険

公費１
公費２
公費３

④
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＝＝ 「31：療養管理」と「34：予防療養管理」 ＝＝

■ 居宅療養管理指導の集計情報

［サービス実日数］

明細情報の日数・回数合計が表示さ

れます。

※ 以下の３つの項目はすべて“0”の

ままです。

［計画単位数］

［限度額管理対象］

［限度額管理対象外］

＝＝ ターミナルケア加算と月額報酬 ＝＝

［サービス実日数］

以下のサービスコードのみの請求の場合、

サービス実日数と計画単位数は“0”のまま

登録します。

■ ターミナルケア加算のみの場合の集計情報

■ 月額報酬のみの場合の集計情報

以下のサービスの場合、算定単位に“一月につき”が設定されたサービスは月額報酬となります。

・61：予防訪問介護 ・65：予防通所介護 ・66：予防通所リハ

・71：夜間訪問介護 ・73：小規模多機能 ・75：予防多機能型

・76：定期巡回随時 ・77：複合型看小 ・81：市町村特別給付

また、13：訪問看護については以下のサービスコードのみが月額報酬となります。

・13-3111：定期巡回訪看

・13-3113：定期巡回訪看・准１

・13-3115：定期巡回訪看・介５

・13-3117：定期巡回訪看・准１・介５

・13-7000：訪問看護ターミナルケア加算

・76-6100：定期巡回ターミナルケア加算

・77-6100：看護小規模ターミナルケア加算

［サービス実日数］

実際にサービスを提供した日数を登録

します。

なお、要介護状態区分が要介護から要

支援に変更され、切り替わった日以降に

サービスを利用しなかった場合は、実日

数を“0”のまま登録も可能とします。

- 121 -
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本人負担額のある公費を適用して

いる場合、＜公費情報 補正＞をク

リックし［負担額］を入力します。

その後、［請求額］には［負担額］

を引いた額を入力し＜負担額 補正

＞をクリックします。

⑫ ＜一覧に登録＞をクリックします

⑪ 明細情報詳細・摘要を入力します

⑮ ＜自動計算＞をクリックします

⑭ ［計画単位数］を入力します

「入力のヒント[集計情報 処遇改善加

算/特定処遇改善加算/ベースアップ等支

援加算]」（P.167）を参照してください。

＜サービスコード一覧から選択＞または

＜サービスコードを確定＞で設定したサー

ビスコードを取り消す場合には、＜サービ

スコードをクリア＞をクリックします。

Ⅱ．データの作成と送信準備

- 125 -

続けて明細情報の入力をする場合

は、以下の手順を繰り返します。

■ サービスコードを直接入力する

場合

手順④～⑤、⑪～⑫を実施します。

■ サービスコード一覧から選択し

て入力する場合

手順⑥～⑫を実施します。

処遇改善加算、特定処遇改善加算、

ベースアップ等支援加算の修正を行

う場合は、自動計算前に＜単位数

補正＞をクリックします。

様式第四の三、四の四で基本摘要の入力を

する場合、「入力のヒント［基本摘要の入

力］」（P.144）を参照してください。

＜自動計算＞をクリックした後に［計画単位

数］を入力し直す場合は、＜リセット＞をク

リックします。

⑬ ＜集計情報へ進む＞をクリックします

令和3年9月30日までは「令和３年９月３

０日までの上乗せ分」（対象サービスの

0.1％）を算定します。 「令和３年９月３０

日までの上乗せ分」のサービスコードを登

録しないまま＜集計情報へ進む＞をクリッ

クすると確認メッセージが出力されます。

登録に関しては「入力のヒント[令和３年

９月３０日までの上乗せ分]」（P.171）を

参照してください。
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⑯ ＜保存＞をクリックします

（社会福祉法人軽減情報へ）

利用者選択画面 (P.105) へ

事業所台帳の［社福法人軽減］“有”で、利用者台帳の

［社福軽減情報］に登録されている場合に、社会福祉法人

軽減情報の入力画面に遷移します。

入力方法については「社会福祉法人軽減情報 ＜様式第二、

三、八＞」（P.164）を参照してください。

【様式第四、四の二】緊急時施設療養費情報

【様式第四の三、四の四】緊急時施設診療費情報

上記を算定する場合には、 ＜自動計算＞をクリック後に＜緊急時情報＞をク

リックします。

【様式第四、四の二】特別療養費情報

【様式第四の三、四の四】特別診療費情報

【様式第五、五の二】特定診療費情報

上記を算定する場合には、＜自動計算＞をクリック後に＜特別療養情報＞、

＜特別診療情報＞、＜特定診療情報＞をクリックします。

※ 入力方法については「緊急時施設療養費・緊急時施設診療費情報 ＜様式

第四、九の二＞ 」（P.150）、「特定診療費・特別療養費・特別診療費情報

＜様式第四、五、九、十＞」（P.154）を参照してください。

【様式第三、三の二、四、四の二、四の

三、四の四、五、五の二】特定入所者情

報

上記を算定する場合には、＜特定入所

者情報＞をクリックします。

※ 入力方法については「特定入所者

情報 ＜様式第三、四、五、八、九、

十＞」（P.158）を参照してください。

- 126 -
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入力のヒント 参照

明細情報追加分

① 処遇改善加算

② 特定処遇改善加算

③ ベースアップ等支援加算

④ 保険
明細情報に登録したサービス単位数の合計を元に計算した結果が初期表示されてい
ます。

⑤
明細情報に登録した公費単位数の合計を元に計算した結果が初期表示されていま
す。

集計情報

⑥ サービス提供票別表の「区分支給限度基準内単位数」より転記します。

⑦
・保険：[集計情報]で入力した値を元に計算結果を表示します。
・公費：画面左下の［公費情報］を参考に公費本人負担額を補正します。

特別療養(※)
※様式または入力した項目によって、表示が異なります。
　詳細は「集計情報の表示」（P.155）を参照してください。

P.155

⑧ 単位数合計

⑨ 点数・単位数単価

⑩ 給付率

⑪ 請求額

⑫ 負担額

社会福祉法人用　利用者負担額

⑬ 食費・居住費
特定入所者情報に該当しない食費・居住費等の利用者負担額を入力します。
利用者の社会福祉法人軽減事業の対象有無に関わらず入力します。

緊急時施設療養費情報、緊急時施設診療費情報、特別療養費情報、特別診療費情
報、特定診療費情報にて入力した値を元に初期表示されています。
なお、単位数（点数）単価は10.00固定です。

項目

公費１
公費２
公費３

計画単位数

負担額

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の単位数を自動計算し
て初期表示します。
23：短期医療、26：予防短期医療の場合、明細情報に登録したサービスコードの施
設類型（施設の分類）ごとに表示します。施設類型が3種類の場合、表示されるスク
ロールバーを下にスクロールすることにより、3種類目の施設類型の単位数を確認で
きます。
請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力します。
限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合は、計画単位数の値で処遇改善加
算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の単位数を再計算します。

Ⅱ．データの作成と送信準備

・入力のヒント

短期入所系 ［集計情報画面］
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①

④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑫

⑬

②
③

⑪
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⑭ ＜保存＞をクリックします

⑬ ＜自動計算＞をクリックします

利用者選択画面 (P.105) へ

「入力のヒント[集計情報 処遇改善加算/

特定処遇改善加算/ベースアップ等支援加

算]」（P.167）を参照してください。

明細情報で外部サービス利用型の

サービスコードを登録した場合、

［外部利用型給付上限］の単位数を

確認します。

Ⅱ．データの作成と送信準備

- 132 -

処遇改善加算、特定処遇改善加算、

ベースアップ等支援加算の修正を行

う場合は、自動計算前に＜単位数

補正＞をクリックします。

本人負担額のある公費を適用して

いる場合、＜公費情報 補正＞をク

リックし［負担額］を入力します。

その後、［請求額］には［負担額］

を引いた額を入力し＜負担額 補正

＞をクリックします。

＜自動計算＞をクリックした後に［外部利用型

給付上限］を入力し直す場合は、＜リセット＞を

クリックします。
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入力のヒント 参照

① 処遇改善加算

処遇改善加算の単位数を自動計算して初期表示します。
処遇改善加算を請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力します。
限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合は、計画単位数の値で処遇改善加算の
単位数を再計算します。

② 特定処遇改善加算

特定処遇改善加算の単位数を自動計算して初期表示します。
特定処遇改善加算を請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力します。
限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合は、計画単位数の値で特定処遇改善加
算の単位数を再計算します。

③ ベースアップ等支援加算

ベースアップ等支援加算の単位数を自動計算して初期表示します。
ベースアップ等支援加算を請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力します。
限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合は、計画単位数の値でベースアップ等
支援加算の単位数を再計算します。

④ 保険
明細情報に登録したサービス単位数の合計を元に計算した結果が初期表示されていま
す。

⑤
公費１
公費２
公費３

明細情報に登録した公費単位数の合計を元に計算した結果が初期表示されています。

⑥ 外部利用型給付上限

利用者の月末の要介護状態に対応した下記の値が表示されます。
月途中で要介護状態が変更した場合等は補正してください。
「33：特定施設」
　・要介護1：16,355
　・要介護2：18,362
　・要介護3：20,490
　・要介護4：22,435
　・要介護5：24,533

「35：予防特定施設」
　・要支援1：5,032
　・要支援2：10,531

なお、「33：特定施設の一般型」、「35：予防特定施設の一般型」、「36：地域特定施
設」の場合は、「0」が表示されます。

⑦ 負担額
・保険：[集計情報]で入力した値を元に計算結果を表示します。
・公費：画面左下の［公費情報］を参考に公費本人負担額を補正します。

項目

明細情報追加分

集計情報

Ⅱ．データの作成と送信準備

・入力のヒント

特定施設系 ［集計情報画面］

①

④ ⑤

⑥

⑦

- 134 -

②
③
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⑬ ＜保存＞をクリックします

「入力のヒント[集計情報 処遇改善加算

/特定処遇改善加算/ベースアップ等支援加

算]」（P.167）を参照してください。

利用者選択画面 (P.105) へ

【様式第九】所定疾患施設療養費等情報

上記を算定する場合には、＜所定疾患等情報＞をクリックします。

【様式第九の二】緊急時施設診療費情報

上記を算定する場合には、＜緊急時情報＞をクリックします。

【様式第九】特別療養費情報

【様式第九の二】特別診療費情報

【様式第十】特定診療費情報

上記を算定する場合には、＜特別療養情報＞、 ＜特別診療費情報＞ 、

＜特定診療情報＞をクリックします。

※ 入力方法については「所定疾患施設療養費等情報＜様式第九＞」

（P.145）、 「緊急時施設療養費・緊急時施設診療費情報 ＜様式第

四、九の二＞」（P.150）、「特定診療費・特別療養費・特別診療費

情報＜様式第四、五、九、十＞」（P.154）を参照してください。

【様式第八、九、九の二、十】特定入所者情報

上記を算定する場合には、＜特定入所者情報＞

をクリックします。

※ 入力方法については「特定入所者情報

＜様式第三、四、五、八、九、十＞」

（P.158）を参照してください。

処遇改善加算、特定処遇改善加算、

ベースアップ等支援加算の修正を行う

場合は、＜単位数 補正＞をクリック

します。

Ⅱ．データの作成と送信準備

（社会福祉法人軽減情報へ）

事業所台帳の［社福法人軽減］“有”で、利用者台帳の

［社福軽減情報］に登録されている場合に、社会福祉法人

軽減情報の入力画面に遷移します。

入力方法については「社会福祉法人軽減情報＜様式第二、

三、八＞」（P.164）を参照してください。

- 137 -

本人負担額のある公費を適用して

いる場合、＜公費情報 補正＞をク

リックし［負担額］を入力します。

その後、［請求額］には［負担額］

を引いた額を入力し＜負担額 補正

＞をクリックします。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

入力のヒント 参照

明細情報追加分

① 処遇改善加算

② 特定処遇改善加算

③ ベースアップ等支援加算

④ 保険
明細情報に登録したサービス単位数の合計を元に計算した結果が初期表示されてい
ます。

⑤
明細情報に登録した公費単位数の合計を元に計算した結果が初期表示されていま
す。

集計情報

⑥
・保険：[集計情報]で入力した値を元に計算結果を表示します。
・公費：画面左下の［公費情報］を参考に公費本人負担額を補正します。

特定診療（※）
※様式または入力した項目によって、表示が異なります。
　詳細は「集計情報の表示」（P.155）を参照してください。

P.155

⑦ 単位数合計

⑧ 点数・単位数単価

⑨ 給付率

⑩ 請求額

⑪ 負担額

社会福祉法人用　利用者負担額

⑫ 食費・居住費
特定入所者情報に該当しない食費・居住費等の利用者負担額を入力します。
利用者の社会福祉法人軽減事業の対象有無に関わらず入力します。

所定疾患施設療養費情報、緊急時施設療養費情報、緊急時施設診療費情報、特別療
養費情報、特別診療費情報、特定診療費情報にて入力した値を元に初期表示されて
います。
なお、単位数（点数）単価は10.00固定です。

項目

公費１
公費２
公費３

負担額

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の単位数を自動計算し
て初期表示します。
53：医療施設の場合、明細情報に登録したサービスコードの施設類型（施設の分
類）ごとに表示します。施設類型が3種類の場合、表示されるスクロールバーを下に
スクロールすることにより、3種類目の施設類型の単位数を確認できます。
請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力します。
限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合は、計画単位数の値で処遇改善加
算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の単位数を再計算します。

Ⅱ．データの作成と送信準備

・入力のヒント

施設入所系 ［集計情報画面］

- 142 -

①

③ ④

⑥

⑦
⑧
⑨

⑪
⑩

⑫

②

③



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

◆ 請求明細書 集計情報

１．(３)オプション画面

・所定疾患施設療養費等情報 ＜様式第九＞

① ＜所定疾患等情報＞をクリックしま

す

＜所定疾患施設療養費等情報画面＞

Ⅱ．データの作成と送信準備

＜対象様式＞
・様式第九

② 請求内容に応じて必要事項を入力し

ます

・「緊急時治療管理」と「特定治療」については、

同時に算定することができません。

・「緊急時施設療養費」を算定した日は、

「所定疾患施設療養費」を算定できません。

③ ＜確定＞をクリックします

傷病名、摘要を入力する場合は全角を使用します。

（スペースを入力する場合は全角を使用します。）

- 145 -

提供年月が平成30年4月以降から令和3
年3月以前の場合で、所定疾患施設療養費
Ⅱ(サービスコード：52-6100)を算定する
場合は[摘要１]を入力します。また、複
数ページ登録している場合は最終ページ
の[摘要１]を入力します。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

特定治療の場合は、入力された情報が表示されます。

なお、特別療養費情報が同時に入力された場合は、[特定治療・特

別療養]として、特定治療費と特別療養費の合計が表示されます。

Ⅱ．データの作成と送信準備

- 146 -



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

■ 他科受診を行った場合

① ［医療機関名］［日数］を入力しま

す

② ＜確定＞をクリックします

入力された緊急時施設療養費情報が、［特

定治療］として表示されます。

なお、緊急時施設療養費情報と特別療養費

情報が同時に入力された場合は、[特定治療・

特別療養]としてその合計が表示されます。

※ 公費本人負担額がある場合には、公

費情報の補正と、負担額の補正が必要

な場合があります。

集計情報の表示

Ⅱ．データの作成と送信準備

■ 特定治療費を出来高で算定する場合

③ ［摘要］を入力します

④ ＜確定＞をクリックします

① ［特定治療（点数）］を入力します

② 合計点数のうち、公費適用になる点

数を入力します

- 148 -

処遇改善加算、特定処遇改善加算および

ベースアップ等支援加算がある場合、明細情

報追加分に出来高分の単位数が反映されます。

必要に応じて補正を行ってください。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備Ⅱ．データの作成と送信準備

下記手順は集計情報画面の＜自動計算＞

クリック後に実施してください。

◆ 請求明細書 集計情報

① ＜緊急時情報＞をクリックします

② 請求内容に応じて必要事項を入力し

ます

＜緊急時施設療養費情報画面＞

＜対象様式＞
・様式第四 ・様式第四の二
・様式第四の三 ・様式第四の四
・様式第九の二

・緊急時施設療養費・緊急時施設診療費情報 ＜様式第四、九の二＞

③ ＜確定＞をクリックします

傷病名、摘要を入力する場合は全角を使用します。

（スペースを入力する場合は全角を使用します。）

- 150 -

「緊急時治療管理」と「特定治療（点数）」につ

いては、同時に算定することができません。

ここでは緊急時施設療養費情報を例
として、入力項目の説明を行います。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

入力された緊急時施設療養費情報が［特定治療］として表示され

ます。

なお、特別療養費情報（特別診療費情報）が同時に入力された場

合は、[特定治療・特別療養］（［特定治療・特別診療］）として、

特定治療費と特別療養費（特別診療費）の合計が表示されます。

Ⅱ．データの作成と送信準備

それぞれの情報の入力方法は所定疾患施設療養費等情報の画

面と同じです。（緊急時施設療養費情報画面には所定疾患施設

療養費等情報がありません。）

■ 緊急時治療管理を算定する場合

4つ以上の傷病名、もしくは複数の医療機関名を

入力する場合は、＜ページ追加＞をクリックして、

新しいページに1ページ目の続きを入力します。

傷病名、摘要を入力する場合は全角を使用します。

（スペースを入力する場合は全角を使用します。）

③ ＜確定＞をクリックします

② ［摘要］を入力します

① ［傷病名］ [治療開始年月日]を入

力します

- 151 -

「緊急時治療管理」と「特定治療」については、

同時に算定することができません。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

■ 他科受診を行った場合

① ［医療機関名］［日数］を入力しま

す

② ＜確定＞をクリックします

入力された緊急時施設療養費情報が、［特

定治療］として表示されます。

なお、緊急時施設療養費情報と特別療養費

情報（特別診療費情報）が同時に入力された

場合は、[特定治療・特別療養] （［特定治

療・特別診療］）としてその合計が表示され

ます。

※ 公費本人負担額がある場合には、公

費情報の補正と、負担額の補正が必要

な場合があります。

集計情報の表示

⑤ ＜自動計算＞をクリックします

Ⅱ．データの作成と送信準備

■ 特定治療費を出来高で算定する場合

③ ［摘要］を入力します

④ ＜確定＞をクリックします

① ［特定治療（点数）］を入力します

② 合計点数のうち、公費適用になる点

数を入力します

- 152 -

処遇改善加算、特定処遇改善加算および

ベースアップ等支援加算がある場合、明細情

報追加分に出来高分の単位数が反映されます。

必要に応じて補正を行ってください。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

集計情報画面で＜自動計算＞を行って

から入力してください。

前月以前に、同じ利用者の特定診療費

の送付ファイル作成済データがある場合

には、＜前回算定した特定診療費を複写

＞ボタンで内容をコピーできます。

・特定診療費・特別療養費・特別診療費情報 ＜様式第四、五、九、十＞

◆ 請求明細書 集計情報

④ ［傷病名］を入力します

② 入力する識別番号を選択します

③ ＜選択＞をクリックします

① ＜特定診療情報＞、＜特別療養情報

＞、または＜特別診療情報＞をクリッ

クします

Ⅱ．データの作成と送信準備

＜対象様式＞
・様式第四 ・様式第四の二
・様式第四の三 ・様式第四の四
・様式第五 ・様式第五の二
・様式第九 ・様式第九の二
・様式第十

- 154 -

ここでは特定診療情報を例として、
入力項目の説明を行います。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

⑤ ［回数］［公費回数］［摘要］を

入力します

⑥ ＜一覧に登録＞をクリックします

⑦ ＜確定＞をクリックします

※ 更に追加がある場合は、②～⑥の

手順を繰り返します。

様式第五、様式第五の二、様式第十の場合

入力された特定診療費情報が、［特定診療］ として表示されます。

※ 公費本人負担額がある場合には、公

費情報の補正と、負担額の補正が必要

な場合があります。 様式第四、様式第四の二、様式第九の場合

入力された特別療養費情報が、［特別療養］ として表示されます。

なお、所定疾患施設療養費等情報（緊急時施設療養費情報）と特別療養費情報が

同時に入力された場合は、[特定治療・特別療養]としてその合計が表示されます。

「入力のヒント[摘要欄入力事項]」

（P.157）を参照してください。

集計情報の表示

⑧ ＜自動計算＞をクリックします

Ⅱ．データの作成と送信準備

- 155 -

※ 傷病名が50文字を超える場合、一旦

＜一覧に登録＞をクリックして登録し

た後に、「傷病名」に続けて51文字目

以降を入力して２行目を登録します。

その際、「識別番号」等の情報は入力

不要です。

処遇改善加算、特定処遇改善加算および

ベースアップ等支援加算がある場合、明細情

報追加分に出来高分の単位数が反映されます。

必要に応じて補正を行ってください。

処遇改善加算、特定処遇改善加算およ

びベースアップ等支援加算、出来高分を

集計した値で再計算されます。

様式第四の三、様式第四の四、様式第九の二の場合

入力された特別診療費情報が、［特別診療］ として表示されます。

なお、緊急時施設診療費情報と特別診療費情報が同時に入力された場合は、[特

定治療・特別診療]としてその合計が表示されます。

※ 自動計算をクリックするのは以下の

様式の場合です。

・様式第四 ・様式第四の二

・様式第四の三 ・様式第四の四

・様式第五 ・様式第五の二



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

施設・短期入所系において、利用者

負担第1～3段階の利用者の食費・居住

費等を特定入所者情報として作成しま

す。

① ＜特定入所者情報＞をクリックしま

す

短期入所系で生活保護単独受給者の場

合、特定入所者情報を作成できません。

② 実施したサービスコードを選択しま

す

③ ＜選択＞をクリックします

④ ［費用単価］［負担限度額」［提供

日数］を入力します

明細情報に居室に関連するサービスコードが入力されて

いる場合は、＜明細情報画面の入力内容から自動作成＞を

クリックすることで特定入所者の入力内容を自動で作成し

ます。 ※ ②～⑥が自動的に実行されます。

◆ 請求明細書 集計情報

・特定入所者情報 ＜様式第三、四、五、八、九、十＞

⑥ ＜一覧に登録＞をクリックします

続けて明細行を追加する場合には、

②～⑥の手順を繰り返します。

⑤ 適用する公費がある場合は［公費日

数］を入力します

「入力のヒント[特定入所者情報の入

力例]」（P.162）を参照してください。

Ⅱ．データの作成と送信準備

- 158 -



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

特定入所者情報を作成している場合、

利用者負担額の特定入所者の欄に反映

されます。

社会福祉法人軽減額情報の機能を使用

するには、事業所台帳において社福法人

軽減“有”の設定をしておく必要があり

ます。

② ＜社福軽減情報へ進む＞をクリック

します

① 「社会福祉法人用 利用者負担額

［食費・居住費］ 」を入力します

・社会福祉法人軽減情報 ＜様式第二、三、八＞

◆ 請求明細書 集計情報

社会福祉法人軽減事業を実施している

事業所のときには、社会福祉法人軽減事

業の対象ではない利用者の場合も必ず記

入してください。

社会福祉法人軽減の対象外の利

用者の場合は、＜保存＞ボタンを

クリックして利用者選択画面に戻

ります。

◆ 特定入所者情報

Ⅱ．データの作成と送信準備

- 164 -

社会福祉法人軽減情報が自動生成され

ます。内容を確認して、補正が必要な場

合はP.165をご参照ください。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備Ⅱ．データの作成と送信準備

・入力のヒント[集計情報 処遇改善加算/特定処遇改善加算/ベースアップ等支援加算]

保険と公費１～３に対して、以下の計算値を初期表示します。単位数を確認し、

必要に応じて補正を行ってください。

※ 処遇改善加算を請求しない場合は、単位数の補正時に“0”を入力してください。

・処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、特定処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、ベースアップ等支援加算

［単位数］×［加算割合］（小数点以下四捨五入）

・処遇改善加算Ⅳ、Ⅴ (※1)

［処遇改善加算Ⅲの計算結果］×［減算率 (※2)］（小数点以下四捨五入）

(※1) 処遇改善加算Ⅳ、Ⅴは令和4年3月31日に終了

(※2) [減算率]は処遇改善加算Ⅳの場合90％、処遇改善加算Ⅴの場合80％

以下の出来高を入力した場合、明

細情報追加分が再計算されます。必

要に応じて、再度補正を行ってくだ

さい。

・特定診療費情報

・特別療養費情報

・所定疾患施設療養費等情報

初期表示、単位数の補正時、処

遇改善加算と特定処遇改善加算の

区分変更時、出来高分の入力時に、

集計情報に処遇改善加算、特定処

遇改善加算、ベースアップ等支援

加算の単位数が自動反映されます。

訪問通所系、短期入所系のサー

ビス種類の場合は＜自動計算＞の

クリックにより、反映されます。

限度額管理対象単位数が計画単位

数を超える場合、計画単位数の値で

処遇改善加算、特定処遇改善加算、

ベースアップ等支援加算の単位数が

再計算されます。

サービス種類「23：短期医療」、「26：予防短期医療」、「53： 医療施設」は、

各サービスコードの施設類型（施設の分類）ごとに処遇改善加算、特定処遇改善加

算、ベースアップ等支援加算が複数行表示されます。

限度額管理対象単位数が計画単位数を超える場合、各サービスコードの施設類型

（施設の分類）ごとの限度額管理対象単位数と比較し、処遇改善加算、特定処遇改

善加算、ベースアップ等支援加算の単位数が再計算されます。

- 167 -

１．(４) その他 ヒント

＜自動計算＞をクリックした後に単位数の補正を行う場合は、

＜リセット＞をクリック後、単位数の補正を行ってから、再度

＜自動計算＞をクリックしてください。



請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備Ⅱ．データの作成と送信準備

・入力のヒント[令和３年９月３０日までの上乗せ分]

- 171 -

◆ 請求明細書 明細情報

「令和３年９月３０日までの上乗せ分」

のサービスコードを選択する。

※ここでは、サービス種類「11：訪問介

護」を例として説明を行います。

本体報酬を含むサービスコードの単位数に、割合（0.1％）

を乗算し、小数点以下は四捨五入します。

この例の場合、

（250単位 × 23回）× 0.1％ ＝ 5.75 ≒ 6

※小数点以下を四捨五入した結果、1単位未満となる場合は、

小数点以下を切り上げて1単位とします。

集計情報の「限度額管理対象」に、自動
計算で算出した6単位が加算された値
（5750 + 6 = 5756単位）を表示します。

令和3年4月から9月までの間は、本体報

酬のほかに、「令和３年９月３０日まで

の上乗せ分」サービスコードを登録後、

「基本情報へ進む」を押下します。

押下後、確認メッセージが出るので
問題なければ「はい」を押下します。

◆ 請求明細書 集計情報

令和3年9月30日までは「令和３年９月３０日までの上乗せ分」（対象サービスの0.1％）を算定します。（上乗せの対象

となるサービス種類はP.47を参照ください。）そのため、この期間は本体報酬のほかに「令和３年９月３０日までの上乗せ

分」のサービスコードを合わせて登録してください。

本体報酬を含むサービスコードを登録し、「令和３年９月３０日までの上乗せ分」のサービスコードを登録しない場合、

国保連合会の審査において返戻となりますのでご注意ください。

※看取り介護加算やターミナルケア加算などの加算のみを請求する場合は「令和３年９月３０日までの上乗せ分」のサービ

スコードの登録は不要です。
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